
　　　春日部市物価高騰対策農業者支援助成金交付要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、物価の高騰により影響を受けた農業経営者に対し、農業に使用するこ

とを目的とした肥料・農薬・燃料（以下「肥料等」という。）の購入費用の負担軽減を図

るため、肥料等の購入額又は購入量に応じた助成金を交付することに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

２　前項の助成金の交付に関しては、春日部市補助金等の交付手続等に関する規則（平成 

１７年規則第１２５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

　（助成対象者） 

第２条　助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 農業委員会が管理する農地台帳に登録されている者 

(2) 市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人で農業経営を行っている者 

(3) 助成金の交付後においても、農業経営を継続する意思がある者 

　（助成対象となる肥料等） 

第３条　助成金の対象となる肥料等は、別表第１のとおりとし、その他市長が必要と認めた

ものについても対象とする。 

２　前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の他の補助金等の交付を直接受けた肥料

等は、助成金の対象としない。 

　（助成金の額） 

第４条　助成金の額は、別表第２のとおりとし、かつ、予算の範囲内において市長が定める

額とする。ただし、その算出された額の合計額に１００円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てた額とする。 

　（交付の申請） 

第５条　助成金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、令和８年４

月１日から同年６月３０日までに、春日部市物価高騰対策農業者支援助成金交付申請書兼

請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

　(1) 購入した肥料等の種類、購入量、購入金額、納品日及び支払状況を確認できる書類の 

　　の写し 

　(2) 申請者が、春日部市以外の農業委員会が管理している農地台帳に登録されている者で 

　　ある場合は、当該農地台帳に登録されていることを確認できる書類 

　(3) その他市長が必要と認めた書類 



２　前項第１号の書類については、肥料又は農薬に関するものに限り、令和７年分（法人の

場合は直近の事業年度分）の確定申告の際に提出した「収支内訳書（農業所得用）」の写

しをもって代えることができる。 

　（交付の決定） 

第６条　市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金

の交付又は不交付を決定するものとする。 

２　市長は、助成金の交付を決定したときは春日部市物価高騰対策農業者支援助成金交付決

定通知書（様式第２号）により、不交付と決定したときは春日部市物価高騰対策農業者支

援助成金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

　（不当利得の返還） 

第７条　市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助

成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

　（書類の整備等） 

第８条　助成金の交付を受けた者は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を

備え、かつ当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２　前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管しなければならない。 

　（その他） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。 

　（この要綱の失効） 

２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請され

たものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

別表第２（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 種類 助成対象 対象となる期間

 肥料 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年

法律第１２７号）の規定により登録又は届出さ

れている肥料

令和７年１月１日から

令和７年１２月３１日

ま で に 納 品 さ れ た も

の。 

た だ し 、 法 人 の 場 合

は、直近事業年度とな

る１年間に納品された

もの。

 農薬 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第３条

の規定により登録されている農薬

 燃料 施設園芸又は畜産の加温設備に使用するＡ重

油、灯油及びプロパンガス

令和７年４月１日から令

和８年３月３１日までに

納品されたもの。

 
種類 助成金の額

１事業者当たりの上限

額

 肥料 購入額に３０/１００を乗じた額 ２０万円

 農薬 購入額に１５/１００を乗じた額 ５万円

 燃料 Ａ重油購入量に１リットル当たり２２円を乗じ

た額、灯油購入量に１リットル当たり１８円を

乗じた額及びプロパンガス購入量に１キログラ

ム当たり２１円を乗じた額の合計額。 

ただし、購入に際し１リットル又は１キログラ

ム当たりの額が上記金額を下回る場合は、それ

ぞれの購入量に当該金額を乗じた額の合計額。

３０万円


